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回 主な協議項目

第1回 令和4年 10月19日
部長選任
部会協議事項
新設小学校名の選定

第2回 令和5年 1月11日
校名の公募
校歌作詞作曲

第3回 令和5年 6月30日

校名の公募結果
校名候補の決定
校訓選定
校章・校歌選定方法

第4回 令和5年 12月19日
校章の募集
校歌の作成依頼

臨時 令和6年 3月9日 校章デザイン選考会

第5回 令和6年 3月15日
校章の選定結果
校歌作成依頼

第6回 令和6年 8月7日
校歌作成の進捗状況
校旗の作成方法

第7回 令和7年 4月24日
完成した校歌の確認
校旗の作成

第8回 令和8年 3月24日
校訓の確認
総務部会の決定事項

総務部会協議報告書

協議内容及び結果

【進捗状況】

　　　校訓と学級目標について、第8回の総務部会で協議し、決定しました。

【協議結果】
（添付資料参照）
　　　・校名　　三豊市立豊中小学校
　　　・校章　　完成
　　　・校歌　　完成
　　　・校旗　　完成
　　　・校訓　　故きを温ね、新しきを知り、夢をえがく

開催日
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2026.03.24 

 

豊中小学校 校訓について 
 

１ 校訓の決め方 

 ・豊中町内５校の校長で協議→総務部会で提案・了承いただく。 

   （参考） 

    山本小：総務部会から統合する４校に依頼 

        →４校校長会で協議の結果、提案された内容について、総務部会で校訓として決定 

    財田小：統合する２校の学校関係者で協議し作成 

        校訓と同様に、教育目標も作成 

    ※どちらも当初の統合準備会（総務部会）に校訓を含めている。協議の進め方は、それぞれの

学校により異なる。 

 

２ 校訓について 

＜三豊市立豊中小学校 校訓＞ 

 

 

 
 
  新小学校は、無から生じた学校ではない。新笠田小学校であり、新上高野小学校であり、新桑山小

学校であり、新比地大小学校であり、新本山小学校である。地域の学校としての住民の思いを継ぎ、

地域の味わいを残しつつ、新たな時代を築いていく学校でありたい。 

この学校で子どもたちは、ふるさとの歴史や温かさ、先人の知恵に学びつつ、新しい知見を自分の

ものにしていく。自己を磨き光らせるその営みの中で、子どもたちには自らの夢をえがいてほしい。 

「故きを温ね、新しきを知り、夢をえがく」。この校訓にはそんな思いを込めた。 

 

   故きを温ね  ○ 百数十年間、地域の学校として歩んできた５校の歴史を引き継いでいく。 

          ○ 故き歴史と、子どもたち自身が歩んできた道を大切にする子どもに育ってほ

しい。 

 

   新しきを知り ○ 新しい人、未知の物事との出会いに、向き合おうとする姿を尊重する。 

○ 故きものの重みに学びつつ、新しきものに好奇心を抱き、前進していく子ど

もに育ってほしい。 

           

   夢をえがく  ○ 小学校時代に確固たる夢が創れなくてもいい。未来の自分を様々に思いえが

きながら歩み続けられるよう、認め励ましていく。 

○ 先人に憧れ（温故）、今を大切にしながら（知新）、明日の自分に期待を抱く

子どもに育ってほしい。 

 

３ 令和８年度学校教育目標 

 

 

 ・子どもたち同士、子どもと教職員、子どもと地域。「人は人を浴びて人になる」を理念として。 

 ・「自分探し」の答えは、人とのかかわりの中で見つかるもの。友達を見つめ、自分を見つめて。 

故きを温ね、新しきを知り、夢をえがく 

─ 温故知新 夢想遠大 ─ 

人と関わり、自己を見つめる子どもの育成 
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回 主な協議項目

第1回 令和4年 10月17日

部長選任
部会協議事項
現在の通学路確認
新設小学校の通学支援範囲及び手段
新設小学校の通学路の設定及び危険個所の確認

第2回 令和5年 6月28日
通学路整備に係る交通安全対策
通学路の要望集約確認
通学支援範囲及び手段等

第3回 令和5年 12月20日
通学支援範囲及び手段等
通学路の検討
危険箇所と安全対策の検討

第4回 令和6年 6月10日
通学支援範囲及び手段等
通学路の検討
危険箇所と安全対策の検討

第5回 令和７年 3月19日
通学支援の手段等
通学路と安全対策
跡地利用

第６回 令和７年 8月22日
通学支援の手段等
通学路と安全対策
跡地利用

第７回 令和７年 11月25日
通学支援の対象拡大
通学路と安全対策
跡地利用

　

通学部会協議報告書

協議内容及び結果

【進捗状況】

　　　スクールバスの支援対象を拡大すること、通学路の安全対策の内容、跡地利用の方針につ
　　　いて協議し、決定しました。
　
【協議結果】
（添付資料参照）
　　　・通学方法　　　　　　　徒歩及びスクールバス
　　　・通学路　　　　　　　　 決定
　　　・安全対策　　　　　　　決定
　　　・スクールバス利用　　基準を設定

　　※ただし、通学路は開校後も毎年更新する、安全対策は継続して取り組む、スクールバス
　　　利用の基準は必要な時期に見直すこととしました。

開催日
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子どもの徒歩通学支援(安全・安心対策)について 

ハード対策 

通学路の危険箇所については、保護者からの要望を基に把握し、現地確認等を経てどのよう
な対応が可能か協議してまいりました。今後も関係機関（道路管理者や警察等）との協議を
継続しますが、現時点で決まっている整備箇所をお示しします。（次ページ参照） 

ソフト対策 

子どもたちが新しい小学校で安全・安心に登下校できるよう、ハード対策に加えて以下の団 
体との協力や制度の活用により地域ぐるみで取り組んでまいります。 
 
【子ども・地域安全見守り隊】                                          
規模：豊中地区で 223 名の方が登録している。  
（内訳：桑山 45 名、比地大 130 名、笠田 22 名、上高野 6 名、本山 20 名）  
活動内容：ボランティア活動として児童が安全に登校できるよう、登校に同行したり、交  
差点に立ち児童を誘導するなどの手助けをしている。  
運営管理：各学校が組織を管理している。   
【子ども SOS の家】                                                 
規模：豊中地区で 262 件の登録がある。  
（内訳：桑山 25 件、比地大 144 件、笠田 20 件、上高野 31 件、本山 42 件）  
活動内容：子どもたちが登校・下校時につきまといの被害や身の危険を感じた時に助けを  
求められるよう、通学路に面した商店や民家等を避難場所として指定している。  
運営管理：各学校が組織を管理している。  
 
【安全安心パトロール隊】                                             
規模：豊中地区で 42 名の方が登録している。  
  （内訳：桑山６名、比地大９名、笠田 11 名、上高野 8 名、本山 8 名）  
活動内容：車を利用し、地域を巡回することで、児童が安全に下校して帰宅できるよう見  
守っている。(豊中地区グリーンパトロール隊と呼ばれることもある。)  
運営管理：少年育成センターが組織を管理している。 
 
【交通指導員】                                                    
規模：各小学校で１名ずつ任命しており、豊中地区で４名の方が従事している。  
活動内容：交通指導としての児童の登下校時における交差点などでの保護・誘導活動や、  
広報安全教育としての交通安全教室を通じた交通安全指導等を行っている。  
運営管理：三豊市（総務課）が組織を管理している。 
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【通学支援の基本的な考え方】 
 統合に伴う豊中地区の新しい小学校の通学支援については、下記の考え方を適用する。 
  
 【新しい小学校から半径 2.5km の円外となる児童に対し、通学支援策を講じる】 
 
 ただし、学校までの道のりが半径 2.5km 以内であっても入り組んでいて距離が長くなったり、道路の

起伏が激しい箇所があったりするため、半径 2km 以上（1 年生に限り半径 1.5km 以上）の児童を対象と

する。 
 通学支援については、コミュニティバスも含めて検討することとし、バスでの支援とする。 
 
「通学支援に対する考え方」 

１．支援対象は新しい学校から半径 2km ラインを超える児童（自治会単位）とする。ただし、1 年生 
に限り半径 1.5km ラインを超える児童とする。 

２．半径 2km ライン上の自治会については、内部であっても対象と考える。 
３．半径 2km ラインを超えるが、自治会に加入していない場合は、住所地の行政区で判断する。 
 

   （例） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
「バスを走らせる上での原則」 

 １．停留場所は、道路上で児童が安全に乗り降りできる場所とする。 
 ２．停留場所は、原則として半径 2km のラインより外に設置する。ただし、半径 2km ラインより外 

に適切な停留場所が確保できない場合は、半径 2km ラインより内部（かつ半径 1.5km のライン 
より外）に停留場所を設置する。 
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回 主な協議項目

第1回 令和4年 10月20日
部長選任
部会協議事項
制服（標準服）等の選定

第2回 令和5年 3月6日
前回いただいた意見
標準服と私服
アンケート項目案及び実施方法案

第3回 令和5年 8月9日
これまでの経過等
児童の服装に関するアンケート案及び実施方式案

第4回 令和6年 1月30日
アンケート結果報告
標準服等の選定方法（第２段階）
ＰＴＡ組織

第5回 令和6年 6月17日 標準服等の選定方法

第６回 令和6年 10月9日
標準服等の決定
ＰＴＡ組織（協議状況）

第７回 令和7年 1月30日
標準服等の決定
ＰＴＡ組織（協議状況）

開催日

【進捗状況】

　　　昨年度標準服、体操服等が決定し、市販されることとなっていたため、今年度、部会は開催
　　　していませんが、未決定であったPTA組織運営について豊中町5小学校の校長より素案を提
　　　出いただため、部長と個別協議の上、素案の内容を承認しました。
　
【協議結果】
（添付資料参照）
　　　・制服　　　　　　　イートンスタイルに決定
　　　・体操服　　　　　 決定
　　　・PTA組織運営　 素案を承認

※ただし、PTA組織運営は素案の内容を承認しましたが、開校後に豊中小学校内で再検討
   することとしました。

ＰＴＡ部会協議報告書

協議結果
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 令和７年度より導入 

標 準 服 体 操 服 

★男女兼用：イートンスタイル、上着（紺
色・シングル）、ズボン・スカート（チェッ
ク柄） 
※長ズボン・半ズボン・スカートを選択可能 
※標準服の下は白のポロシャツ（長袖・半袖） 

★男女兼用：冬用（長袖・長ズボン）、夏用
（半袖・半ズボン） 
※左胸・背面に TOYONAKA ロゴマークを追加） 
※持ち運び用の袋もご用意ください。 
※名前は裏側のタグなどに記入してください。 

※皆様からのアンケートを参考に決定しました。（アンケート詳細は三豊市 HP で公開中） 
 

体 操 帽 通 学 帽 

 
・赤白帽（裏面・白） 
 

・黄色（キャップ型・メトロ型） 
・三豊市内の販売店にて無償支給 
※入学説明会で配布する所定の購入書を販売店に提出 

写真は参考品です。既存の小学校指定のものでもかまいません。 
 

そ の 他 
通学靴 白系のもの 

上靴 
白地に緑ラインのもの（体育館シューズ兼用） 
※その他の色でも可 

持ち運び用の袋を
ご用意ください 

給食用品 エプロン（白）・帽子・マスクの３点 
名札（標準服用） 令和 8 年度から回転式名札を採用 

豊中地区新設小学校 標準服・体操服等一覧 
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令和７年１月１０日 

関係各位 

 

豊中地区学校再編整備統合準備会・ＰＴＡ部会 

 

豊中地区新設小学校の標準服及び体操服の決定及び採用期について（お知らせ） 

 

日頃から市教育行政に格別のご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。 

 さて、豊中新設小学校の令和 8年 4月開校に向け統合準備で様々な協議をしています。

PTA 部会では新しい標準服や体操服のアンケート等を実施し、新しい小学校でのデザイン

が決定しました。新しい標準服や体操服の納入時期については、当初令和７年度中として

おりましたが、業者と協議を進める中で、令和 7年 4月の入学に間に合うよう手配するこ

とが出来ましたのでお知らせします。デザインや購入方法等の詳細については後日お知ら

せします。ご不明な点等ございましたら、下記までお問合せください。 

※必ずしも豊中新設小学校の標準服及び体操服を購入しなければならないものではありません。

（豊中地区の既存の小学校の標準服及び体操服でもかまいません。） 

 

 ア ン ケ ー ト 選 定 結 果  

【標準服】 【体操服（冬用・夏用）】 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

★男女兼用：イートンスタイル 

（長ズボン・半ズボン・スカートを選択いただけます） 
★男女兼用 

（左胸・背面に TOYONAKA ロゴマークを追加予定） 
※アンケート結果の詳細は三豊市ホームページに掲載しています。 
  

【問合せ先】 
三豊市教育委員会事務局 教育総務課 
豊中地区新設小学校 担当 
電話：０８７５−７３−３０１３ 
Mail：kyouikusoumu@city.mitoyo.lg.jp 
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